
労働保険事務取扱手数料 

基 準 手数料金額 

従業員数 雇用・労災（両保険） 雇用のみ・労災のみ（片保険） 

 １人 ～  4人 ７，４８０  ６，３８０  

 ５人 ～ １５人 １０，１２０ ９，０２０  

１６人 ～ ３０人 １２，７６０  １１，６６０  

３１人 ～ ５０人 １５，４００  １４，３００  

５１人～ ２２，０００  ２０，９００  

 

※ 手数料は、雇用保険と労災保険の人数の多いほうで決定する 

 ※ 手数料は、１事業所１枚のみ記入する 

 

 

 

労働保険事務組合事業内容 

１．労働保険料等の申告・納付 

２．労働保険事務処理委託・委託解除の手続き 

３．特別加入申請・変更・脱退申請などの手続き 

４．任意加入申請・保険関係成立届等の手続き 

５．雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き 

６．その他労働保険に関する諸手続き 


